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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２８年８月６日 ２０時４５分ごろ 

発生場所 阪神港神戸第１区 

 神戸第１防波堤東灯台から真方位２６３°５１４ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３９.２′ 東経１３５°１１.８′） 

事故の概要  プレジャーボートグリーンメディカル９は、南南東進中、防波堤に

衝突した。 

 グリーンメディカル９は、船長及び同乗者１０人が負傷し、船首部

に圧壊等を生じて沈没し、また、防波堤は、コンクリート部に衝突痕

を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート グリーンメディカル９、１８トン 

 ２３５－４６０３０大阪、株式会社グリーンメディカル 

 １３.９５ｍ（Lr）×４.３６ｍ×２.６７ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関２基、８８２.００kＷ（合計）、平成１７年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年３月１６日 

  免許証交付日 平成２７年１０月１６日 

         （平成３２年１０月２８日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ５１歳 

同乗者Ｂ 女性 ５１歳 

同乗者Ｃ 女性 ４６歳 

 死傷者等 重傷 ３人（同乗者Ａ、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃ）、軽傷 ８人（船長

及び同乗者７人） 

 損傷 本船 船首部に圧壊等を生じ、沈没（全損） 

防波堤 コンクリート部に衝突痕 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

月没時刻：２０時５６分ごろ、月齢 ２.８ 
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 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人である同乗者Ａ、同乗者Ｂ及

び同乗者Ｃほか友人８人の同乗者を乗せ、阪神港神戸第１区のポート

アイランド西方沖で花火大会を観覧した後、ＧＰＳプロッターを作動

させ、法定灯火を表示し、同乗者の１人（以下「同乗者Ｄ」とい

う。）が操縦を行い、阪神港堺泉北区のマリーナに帰ることとし、第

１防波堤の東端とポートアイランド西岸との間の水路（以下「東側水

路」という。）に向けて南進を開始した。 

船長は、舷外に出していた防舷物を取り込み、発進して約５分後に

フライングブリッジに戻り、同乗者Ｄと操縦を交替し、操縦席に腰を

掛けて右手で操舵ハンドルを握り、約１６～２０ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で南南東進した。 

船長は、左舷前方に第１防波堤東端にある灯台の緑色の灯火及びそ

の東方に紅色の灯火を見たものの、第１防波堤が見えず、第１防波堤

までの距離がまだあると思い、ＧＰＳプロッターにマリーナへ帰航す

る経路のポイントを入力する操作を始めた。 

船長は、操舵ハンドルの左舷側にあるＧＰＳプロッターの方に顔を

向け、操作を行っている間、操舵ハンドル及び機関操縦レバーを動か

さずに航行していたところ、船長の左舷側の椅子に腰を掛けていた同

乗者Ｄが危ないと叫んだので、すぐに機関操縦レバーを中立位置にし

たものの、平成２８年８月６日２０時４５分ごろ第１防波堤中央付近

の北面に衝突した。 

 船長は、衝突の衝撃の大きさからして本船が沈没すると思い、携帯

電話で１１８番に通報し、救助を要請した。 

船長は、同乗者の怪我
け が

等の状況を確認しながら、キャビン等の船首

側からの浸水を認めた。 

船長及び同乗者全員は、本事故発生に気付いて来援した花火大会の

警戒船等により、衝突してから約５分後までに全員が救助され、搬送

された病院で治療を受けた。 

同乗者Ａ、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃは、腰骨、肋骨等の骨折と診断さ

れ、それぞれ２か月、１か月及び１０日間入院し、その後通院治療を

受けた。 

船長、同乗者Ｄほか友人６人の同乗者は、胸部、腰部、脚部等の打

撲等と診断されて帰宅し、残りの１人には怪我等がなかった。 

本船は、本事故発生から約１時間後、本事故発生場所付近の海域で

船尾から沈没した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船右舷側、写真２ 本船   

船首側、写真３ 第１防波堤北面、写真４ 第１防波堤上面 参

照） 

 その他の事項  花火大会が催された阪神港神戸第１区には、東西方向に延びる長さ

約１,１００ｍの第１防波堤が築造されており、第１防波堤西端と神



- 3 - 

戸市和田岬との間には幅約２００ｍの神戸西航路があり、東側水路の

幅は約２５０ｍであった。  

本船は、下甲板、上甲板及びフライングブリッジの３層となってお

り、下甲板船首側及び上甲板船尾側にそれぞれ船員室が配置されてい

た。 

同乗者は、本事故時、下甲板船首側の船室で１人が横になり、上甲

板船尾側の船室のソファに同乗者Ａ、同乗者Ｂほか同乗者１人が腰を

掛け、フライングブリッジの右舷側の長椅子に同乗者Ｃほか同乗者５

人が腰を掛け、操縦していた船長の左隣の椅子に同乗者Ｄが腰を掛け

ていた。 

船長は、平成１０年ごろから毎年阪神港神戸第１区の花火大会を観

覧に来ており、第１防波堤の存在を知っていた。 

船長は、同乗者Ｄの叫び声を聞いて機関操縦レバーを中立の位置に

してから約１０秒後に衝突したので、衝突直前の速力が約１０～１５

knに落ちていたかもしれないと思った。 

船長は、本事故後の船体引揚げ時、機関操縦レバーが後進の位置と

なっているのを確認し、衝突前に機関操縦レバーを中立の位置から後

進の位置にしたかもしれないと思った。 

 本船のＧＰＳプロッターは、レーダー、魚群探知機及びＧＰＳの各

画面を切り替えて使用することができ、本事故当時、ＧＰＳ画面が表

示されていた。 

船長は、本事故当日、航海計器、機関等に不具合を感じていなかっ

た。 

 本船は、船体中央部における喫水が約１.２ｍであった。 

船長及び同乗者全員は、本事故当時、救命胴衣を着用していなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、阪神港神戸第１区を南南東進中、船長が、前方の第１防波

堤までの距離がまだあると思い、いずれ東側水路方向に変針するつも

りで帰航する経路をＧＰＳプロッターに入力していて、レーダー等で

船位の確認を適切に行っていなかったことから、第１防波堤に向かっ

て接近していたことに気付かずに航行し、同防波堤に衝突したものと

考えられる。 

船長は、同乗者Ｄから操縦を交替したときに第１防波堤の東端にあ

る灯台の緑色の灯火を認めたものの、第１防波堤が見えなかったこと

から、第１防波堤までの距離がまだあると思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、阪神港神戸第１区を南南東進中、船長
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が、前方の第１防波堤までの距離がまだあると思い、いずれ東側水路

方向に変針するつもりで帰航する経路をＧＰＳプロッターに入力して

いて、レーダー等で船位の確認を適切に行っていなかったため、第１

防波堤に向かって接近していたことに気付かずに航行し、同防波堤に

衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・出航前に予定航行経路をＧＰＳプロッターに入力しておくこと。 

・夜間に航行する場合は、レーダー等を活用すること。  
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船右舷側         写真２ 本船船首側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 第１防波堤北面      写真４ 第１防波堤上面 
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